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(57)【要約】
【課題】配光を調整する作業が容易な照明器具を提供す
る。
【解決手段】照明器具１１は、器具本体１２と、支柱に
器具本体１２を取り付けるためのアーム１３を備える。
器具本体１２の内部には、長手状の２つのＬＥＤユニッ
ト１４が短手方向で隣り合うように収納される。可動部
２１は、２つのＬＥＤユニット１４の長手方向を回転軸
の方向として、２つのＬＥＤユニット１４をそれぞれ回
転自在に器具本体１２に取り付ける。例えば、照明器具
１１が、街路に設置される街路照明器具であれば、可動
部２１が、街路の横断方向を回転軸の方向として、２つ
のＬＥＤユニット１４をそれぞれ回転自在に器具本体１
２に取り付ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上に立設される支持体に取り付けられ、地上を向く面に開口部を有する器具本体と、
　短手方向で隣り合うように前記器具本体の内部に収納される長手状の２つのＬＥＤユニ
ットであって、前記開口部を通して地上に光を照射する複数のＬＥＤをそれぞれ有する２
つのＬＥＤユニットと、
　前記２つのＬＥＤユニットの長手方向を回転軸の方向として、前記２つのＬＥＤユニッ
トをそれぞれ回転自在に前記器具本体に取り付ける第１取り付け部と
を備えることを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記照明器具は、さらに、
　前記２つのＬＥＤユニットの短手方向を回転軸の方向として、前記器具本体を回転自在
に前記支持体に取り付ける第２取り付け部
を備えることを特徴とする請求項１の照明器具。
【請求項３】
　前記照明器具は、街路に設置される街路照明器具であり、
　前記第１取り付け部は、街路の横断方向を回転軸の方向として、前記２つのＬＥＤユニ
ットをそれぞれ回転自在に前記器具本体に取り付け、
　前記第２取り付け部は、街路の延在方向を回転軸の方向として、前記器具本体を回転自
在に前記支持体に取り付けることを特徴とする請求項２の照明器具。
【請求項４】
　前記２つのＬＥＤユニットは、それぞれ、前記複数のＬＥＤが実装された基板と、前記
基板に取り付けられ、前記複数のＬＥＤから照射される光の配光制御をする反射板とを有
することを特徴とする請求項１から３のいずれかの照明器具。
【請求項５】
　前記照明器具は、さらに、
　明るさを検知する明かりセンサと物体の移動を検知する人感センサとの少なくともいず
れかであるセンサと、
　前記センサの検知状態に応じて前記２つのＬＥＤユニットそれぞれの複数のＬＥＤの点
灯状態を制御する点灯回路と
を備えることを特徴とする請求項１から４のいずれかの照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具に関するものである。本発明は、特に、街路照明器具に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤを光源とし、配光制御できる街路灯がある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５８００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＬＥＤを光源とする従来の街路照明器具では、個々のＬＥＤ素子にレンズを組み合わせ
た照明ユニットを使用し、照射角度変更可能な構造とすることで、器具設置後でも周囲環
境に応じ、光害防止等の目的で配光制御することができる。しかし、それぞれの照明ユニ
ットの角度を個別に細かく調節しなければならず、配光を調整する作業が煩雑であるとい
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う課題があった。また、レンズによる配光制御のため光の指向性が強くなり、広範囲を照
らす場合に照度ムラが生じやすい（均斉度が大きくなる）という課題や、レンズの透過率
によりＬＥＤ素子の照射光に損失が生じるという課題があった。また、光の波長成分の屈
折率の違いにより黄色成分の配光制御が難しい（色割れ）という課題や、レンズのコスト
が高いため、複数個のＬＥＤを使用した場合に、器具のコストが高くなるという課題があ
った。
【０００５】
　本発明は、例えば、配光を調整する作業が容易な照明器具を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一の態様に係る照明器具は、
　地上に立設される支持体に取り付けられ、地上を向く面に開口部を有する器具本体と、
　短手方向で隣り合うように前記器具本体の内部に収納される長手状の２つのＬＥＤユニ
ットであって、前記開口部を通して地上に光を照射する複数のＬＥＤをそれぞれ有する２
つのＬＥＤユニットと、
　前記２つのＬＥＤユニットの長手方向を回転軸の方向として、前記２つのＬＥＤユニッ
トをそれぞれ回転自在に前記器具本体に取り付ける第１取り付け部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一の態様によれば、短手方向で隣り合う長手状の２つのＬＥＤユニットが、長
手方向を回転軸の方向として回転可能であるため、配光を調整する作業が容易である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る照明器具の（ａ）斜視図、（ｂ）側面図、（ｃ）上面図、（
ｄ）正面図、（ｅ）底面図、（ｆ）ＬＥＤユニットの分解斜視図。
【図２】実施の形態１に係る照明器具の配光状態を示す図。
【図３】実施の形態１に係る照明器具の配光状態を示す図。
【図４】実施の形態２に係る照明器具の（ａ）側面図、（ｂ）上面図、（ｃ）正面図、（
ｄ）底面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。
【００１０】
　実施の形態１．
　図１（ａ）は、本実施の形態に係る照明器具１１の斜視図、図１（ｂ）は、照明器具１
１の側面図、図１（ｃ）は、照明器具１１の上面図、図１（ｄ）は、照明器具１１の正面
図、図１（ｅ）は、照明器具１１の底面図である。図１（ｆ）は、照明器具１１のＬＥＤ
ユニット１４の分解斜視図である。
【００１１】
　照明器具１１は、器具本体１２と、地上に立設される支持体に器具本体１２を取り付け
るためのアーム１３とを備える。図中、アーム１３によって器具本体１２が支柱の上部に
取り付けられる例を示しているが、器具本体１２は、壁面、又は、その他の支持体に取り
付けられてもよい。
【００１２】
　器具本体１２の内部には、長手状の２つのＬＥＤユニット１４と、ＬＥＤユニット１４
を点灯させるための電源回路１５が収納される。器具本体１２は、地上を向く面（下面）
に開口部を有する。器具本体１２の開口部は、透明なカバー２２で覆われている。なお、
ＬＥＤユニット１４及び電源回路１５が単独で防水性能を有していれば、カバー２２はな
くてもよい。また、カバー２２は、光を拡散するものであってもよいし、光の色を変換す
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るものであってもよい。
【００１３】
　２つのＬＥＤユニット１４は、短手方向で隣り合うように器具本体１２の内部に収納さ
れる。それぞれのＬＥＤユニット１４は、照射角度変更可能な２つの可動部２１（第１取
り付け部の例）のうち１つに対応し、対応する可動部２１に下面方向を照射するように取
り付けられる。なお、ＬＥＤユニット１４が器具本体１２の内部に３つ以上収納されてい
てもよい。例えば、上記２つのＬＥＤユニット１４と長手方向で隣り合うように、ＬＥＤ
ユニット１４を器具本体１２の内部にさらに２つ収納し、合計４つのＬＥＤユニット１４
を器具本体１２の内部に収納してもよい。
【００１４】
　それぞれのＬＥＤユニット１４は、器具本体１２の開口部を通して地上に光を照射する
複数のＬＥＤ素子４１（ＬＥＤ）と、複数のＬＥＤ素子４１が実装された１つの点灯回路
基板４２（基板）と、点灯回路基板４２に取り付けられ、複数のＬＥＤ素子４１から照射
される光の配光制御をする一体形の反射板４３とを有する。反射板４３は、例えば反射率
９５％の白色樹脂や表面が鏡面コーティングされた部材であり、一般的なレンズの透過率
８５％よりも配光制御によるＬＥＤ素子４１の照射光の損失が少ないため、効率的に光を
所定の方向に照射できる。図中、１つの点灯回路基板４２に６つのＬＥＤ素子４１が実装
された例を示しているが、１つの点灯回路基板４２に５つ以下又は７つ以上のＬＥＤ素子
４１が実装されていてもよい。
【００１５】
　可動部２１は、２つのＬＥＤユニット１４の長手方向を回転軸の方向として、２つのＬ
ＥＤユニット１４をそれぞれ回転自在に器具本体１２に取り付ける。例えば、照明器具１
１が、街路に設置される街路照明器具であれば、可動部２１が、街路の横断方向を回転軸
の方向として、２つのＬＥＤユニット１４をそれぞれ回転自在に器具本体１２に取り付け
る。これにより、街路の延在方向における配光を調整する作業が容易になる。
【００１６】
　より具体的に説明すると、可動部２１は、正面側から背面側に向かって延びる器具本体
１２の中心軸周りに天地下面より左右方向に独立して任意の角度に設定できる構造であり
、例えば歩道（街路）に設置した場合、歩道の進行方向への配光制御が可能となる。同じ
可動部２１に取り付けられたＬＥＤユニット１４は、同一方向に照射角度が変更されるた
め、照射角度変更後も各ＬＥＤユニット１４が照射する照射面の照度均斉度は略同じであ
り、各ＬＥＤユニット１４を個別に角度変更した場合に比べ、照度ムラが起こりにくい。
【００１７】
　ここで、図２（ａ）～（ｄ）に、照明器具１１の配光状態の例として、ＬＥＤユニット
１４の角度変更前後の歩道進行方向の配光状態を示す。図２（ａ）は、２つのＬＥＤユニ
ット１４の光軸が垂直方向に向けられた状態、即ち、２つのＬＥＤユニット１４の発光面
（光を照射する面）がいずれも地上に対して平行な状態を示している。このときの可動部
２１の角度を０°とする。図２（ｂ）は、正面視で右側のＬＥＤユニット１４の光軸が右
斜め方向に向けられた状態、即ち、右側のＬＥＤユニット１４の発光面が地上に対して斜
めの状態を示している。このとき、右側の可動部２１の角度は、例えば５°である。一方
、左側のＬＥＤユニット１４に対応する可動部２１の角度は０°のままである。図２（ｃ
）は、２つのＬＥＤユニット１４の光軸が右斜め方向に向けられた状態、即ち、２つのＬ
ＥＤユニット１４の発光面がいずれも地上に対して斜めの状態を示している。このとき、
左側の可動部２１の角度は、例えば－５°、右側の可動部２１の角度は、例えば５°であ
る。図２（ｄ）は、左側のＬＥＤユニット１４の光軸が左斜め方向に向けられた状態、即
ち、左側のＬＥＤユニット１４の発光面が地上に対して斜めの状態を示している。このと
き、左側の可動部２１の角度は、例えば５°である。右側のＬＥＤユニット１４に対応す
る可動部２１の角度も、例えば５°である。
【００１８】
　本実施の形態では、器具本体１２が単にアーム１３によって支柱等の支持体に取り付け
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られるのではなく、器具本体１２が照射角度変更可能な可動部２３（第２取り付け部の例
）に取り付けられる。可動部２３は、２つのＬＥＤユニット１４の短手方向を回転軸の方
向として、器具本体１２を回転自在に支持体に取り付ける。例えば、照明器具１１が、街
路に設置される街路照明器具であれば、可動部２３が、街路の延在方向を回転軸の方向と
して、器具本体１２を回転自在に支持体に取り付ける。これにより、街路の横断方向にお
ける配光を調整する作業が容易になる。
【００１９】
　より具体的に説明すると、可動部２３は、器具本体１２とアーム１３を天地方向の角度
変更が可能なように保持する構造であり、例えば歩道に設置した場合、歩道の横断方向へ
の配光制御が可能となる。
【００２０】
　ここで、図３（ａ），（ｂ）に、照明器具１１の配光状態の例として、器具本体１２の
角度変更前後の歩道横断方向の配光状態を示す。図３（ａ）は、２つのＬＥＤユニット１
４の光軸が垂直方向に向けられた状態、即ち、器具本体１２の下面（開口部がある面）が
地上に対して平行な状態を示している。このときの可動部２３の角度を０°とする。図３
（ｂ）は、左側面視で２つのＬＥＤユニット１４の光軸が右斜め方向に向けられた状態、
即ち、器具本体１２の下面が地上に対して斜めの状態を示している。このとき、可動部２
３の角度は、例えば５°である。
【００２１】
　なお、可動部２１，２３は、例えば５°、１０°、１５°、・・・のように予め決めら
れた角度のみに段階的に設定できる構造でもよい。この場合、事前に配光パターンが把握
できるので、照明器具１１の設置前に照度計算等を行うことが可能となる。
【００２２】
　以上のように、本実施の形態では、ＬＥＤ素子４１より照射される光を反射板４３で配
光制御するＬＥＤユニット１４を使用し、照射角度が容易に変更可能な構造を採用するこ
とで、器具設置後でも設置場所の周囲環境に応じ、光害防止等の目的で容易に配光の調整
ができ、照度ムラが生じにくく、ＬＥＤ素子４１の照射光の損失が少なく、色割れが生じ
にくい、安価な照明器具１１を提供することができる。
【００２３】
　実施の形態２．
　本実施の形態について、主に実施の形態１との差異を説明する。
【００２４】
　図４（ａ）は、本実施の形態に係る照明器具１１の側面図、図４（ｂ）は、照明器具１
１の上面図、図４（ｃ）は、照明器具１１の正面図、図４（ｄ）は、照明器具１１の底面
図である。
【００２５】
　本実施の形態では、器具本体１２の内部に、明るさを検知する明かりセンサ１６や、物
体の移動を検知する人感センサ１９といったセンサと、タイマ１７と、調光制御装置１８
（点灯回路）が収納される。調光制御装置１８は、センサの検知状態に応じて２つのＬＥ
Ｄユニット１４それぞれの複数のＬＥＤ素子４１の点灯状態を制御する。
【００２６】
　調光制御装置１８は、例えば、明かりセンサ１６により日没及び日の出を検知すると、
自動で複数のＬＥＤ素子４１を点灯及び消灯させる。あるいは、調光制御装置１８は、例
えば、明かりセンサ１６により日没を検知すると、自動で複数のＬＥＤ素子４１を点灯さ
せ、その後、タイマ１７により特定の時間（例えば、季節ごとに日没から日の出までの時
間よりやや短い時間を予め設定する）が経過したことを検知すると、又は、日の出前の任
意の時刻に複数のＬＥＤ素子４１を消灯させる。これにより、省エネが図れる。
【００２７】
　また、調光制御装置１８は、例えば、明かりセンサ１６により日没を検知してからタイ
マ１７により任意の時間が経過したことを検知すると、又は、日没後の任意の時刻に複数
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のＬＥＤ素子４１を減光させる。これにより、省エネが図れる。
【００２８】
　また、調光制御装置１８は、例えば、明かりセンサ１６により日没を検知すると、複数
のＬＥＤ素子４１を減光させ、その後、人感センサ１９により人等を検知すると、複数の
ＬＥＤ素子４１を全点灯させる。調光制御装置１８は、人等を検知してから、さらに、タ
イマ１７により一定時間が経過したことを検知すると、又は、人等を検知しない状態が一
定時間続いたことを検知すると、複数のＬＥＤ素子４１を再び減光させる。これにより、
省エネが図れる。
【００２９】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、これらのうち、２つ以上の実施の形態
を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらのうち、１つの実施の形態を部分
的に実施しても構わない。あるいは、これらのうち、２つ以上の実施の形態を部分的に組
み合わせて実施しても構わない。
【符号の説明】
【００３０】
　１１　照明器具、１２　器具本体、１３　アーム、１４　ＬＥＤユニット、１５　電源
回路、１６　明かりセンサ、１７　タイマ、１８　調光制御装置、１９　人感センサ、２
１　可動部、２２　カバー、２３　可動部、４１　ＬＥＤ素子、４２　点灯回路基板、４
３　反射板。
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